
神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

継続

旧№35

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

経営診断の実施に向けての働きかけを行う。

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

鹿島港の復旧は計画どおり進んでおり，取扱貨物量は震災後の見込より増え
ているため，経営状況は徐々に上向いている。会社の経営状況を見据えなが
ら，経営診断の実施に向けて働きかけを行なった。

80.0%

問題点
課題等

鹿島港は，未だ完全復旧されておらず，２４年度中の完全復旧を目指してい
る。

概　要

会社法上での会計監査人設置には該当しないが，今後も
現在のような健全で安定的な経営が維持されるよう，ま
た市民に対して会社の経営努力の姿勢を示すためにも，
コンサルタント会社などの意見を参考にしながら，中期
的な経営方針を計画するなど，経営診断の実施に向け協
議をしていく。

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

50.0% 80.0%

項目名 鹿島港湾運送㈱の経営健全化
変更後の実施目標

推進項目
　６　第３セクター等外郭団体の見直し プラン作成当初の実施目標

番　号 52 担当課 企業・港湾振興課 実施 準備 隔年 

準備 実施 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■■■■■■■■

Ｃ　評価できない

■

Ｄ　どちらとも言えない

■■

H22 H23 H24 H25 H26

Ｈ23
年度
の

目標

鹿島港復旧の進捗状況と，それに伴い会社の経営が安定化することを見守りながら，
将来の安定経営の維持に向けて会社と協議を進めたい。

問題点
課題等

鹿島港が震災の被害を受けている。公共埠頭は比較的被害の少な
かった岸壁について，応急復旧して運用しているが，航路や全ての
岸壁，港湾設備が本格的に復旧するにはＨ２４年度いっぱいまでか
かる見通しである。港の取扱貨物量が減り，会社自体も被災してい
る状況からＨ２３年度予定していた経営診断の実施は難しくなって
いる。

・早急に実施すべきで
ある。

プラン
変 更

Ｈ２３年度に予定していた経営診断の
実施は，Ｈ２５年度以降に延期する。

プラン変更後の実施年度

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

会社との協議を進めてきた結果，会社としても現在の健全経営を維
持するために，中長期の経営方針を打ち立て自ら経営努力をしてい
かなければならないこと，そのためにＨ２３年度に経営診断を実施
するとの合意を得た。
しかしながら，３月の東日本大震災によって会社の状況が一変し
た。社屋は津波を被って使用不能となり，荷役設備等も大きな被害
を受けた。３月末から仮事務所に移転し営業を続けている。

100.0%

実施 準備 

110



神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

Ｈ２１年度　維持管理費
（動力費・賃借料等）３,９４３,０００円

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

利根川下流事務所では，平成25年7月以降に利根川の築堤整備を目指していることから，太田浄
水場の撤去に向けた実施計画を作成し関係機関との調整を図る。

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

太田浄水場は国の築堤整備の関係から利根川下流事務所と財源や今後の整備
工程など年2回の協議を実施し廃止に向け着実に進めている。

100.0%

問題点
課題等

概　要

太田浄水場はＨ１８年末で取水を中止し，現在は県水の
受水のみとなっている。施設が老朽化しているが，国の
築堤にもかかるため，建て替えをすることなく，現在整
備中の土合配水場～別所間の配水管工事完了後に施設を
撤去廃止し，維持管理費用等の経費削減を図る。

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

25.0% 50.0%

項目名 施設の廃止（太田浄水場） 新規
変更後の実施目標

推進項目
　７　公営企業の見直し プラン作成当初の実施目標

番　号 53 担当課 水道課 検討 協議 実施 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■■■■■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■■■■■■■

Ｃ　評価できない

Ｄ　どちらとも言えない

問題点
課題等

Ｈ23
年度
の

目標

土合配水場から別所配水場間の敷設工事の進捗状況を見ながら関係機関との協議検討
を行う。

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

国交省（利根下流工事事務所）との打合せを重ね，協議検討した結
果,現在整備中の土合配水場から別所配水場間の敷設工事をＨ２
３，Ｈ２４年度の２か年で完成させ，Ｈ２５年度の６月までに撤去
廃止する方向で双方の合意を図った。

100.0%
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神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

継続

旧№52

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

鹿島開発用地の中で，どの土地が販売条件がよいか，把
握できていなかった。

H23年度に公有財産管理図面・台帳を作成し，道路に面している売れ易
い土地の把握ができた。
H24年度に鹿島開発用地利用計画審議会を開催し，条例を廃止した上で
入札で応札がなかった土地については，民間業者を活用し，広く周知が
でき，販売促進が図れる。

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

鹿島開発用地利用計画審議会を開催し，条例を廃止した上で，民間業者を活用した処分制度（媒
介制度）を利用した販売を推進する。

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

・道路に面した開発用地を台帳化
・従来からの除草作業
　　鰐川地区・溝口・下幡木地区・その他　合計３.６ｈａ
　　除草委託費合計 　　1,716,288円
・不法投棄処理委託料　　483,000円　　合計2,199,288円
・鹿島開発用地の売却（道路整備に伴う交換）
・山林　1筆　571㎡　　19,970円(交換差金)

40.0%

問題点
課題等

概　要

鹿島開発用地譲渡の対象者は土地提供者に限られ，しか
も提供面積に応じて譲渡面積に制限がある。条例や規則
の改廃を行い，一般市民への譲渡なども可能にし，土地
の有効活用や，市の管理業務の軽減を図る。

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

10.0% 20.0%

10,000㎡ 20,000㎡ 30,000㎡
項目名 鹿島開発用地譲渡の推進

変更後の実施目標

推進項目
　８　行政体制の整備 プラン作成当初の実施目標

　　②　公共施設の整理・統廃合

番　号 54 担当課 契約管財課

販売目標面

積7,000㎡

協議 

検討 
実施 

協議・検討 実施 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■

Ｃ　評価できない

Ｄ　どちらとも言えない

■■■■

H22 H23 H24 H25 H26

Ｈ23
年度
の

目標

神栖市鹿島開発用地利用計画審議会を開催し，譲渡に関する条例の廃止に向けた審議
をする。

■■■■■■

問題点
課題等

住宅専用区域である，柳川土地区画整理地内の土地や，波崎東部地
区の再整備代替用地の販売に努力したため，Ｈ２２年度は神栖市鹿
島開発用地利用計画審議会を開催することができなかった。

プラン
変 更

条例の廃止等を審議していくため，協
議・検討期間をＨ２４年度まで延長す
る。

プラン変更後の実施年度

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

従来からの除草作業を実施
鰐川地区３.１ha，溝口・下幡木地区０.３ha　合計３.４ha
除草委託費合計１,９２６千円

30.0%

協議・検討 実施 
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神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

推進項目
　８　行政体制の整備 プラン作成当初の実施目標

　　②　公共施設の整理・統廃合

第二給食センター及び若松給食センターの施設・設備が老朽化したた
め，第二及び若松共同調理場の統合し，新たな共同調理場を整備するも
のであるが，平成２４年度にＰＦＩ導入可能性調査及び基本計画の策定
を予定し，供用開始は平成２８年度を目標としている。施設を統合する
ため，維持管理費の軽減及び学校給食の安心・安全への寄与は大きい。

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

ＰＦＩ導入可能性調査及び基本計画の策定

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

給食施設の建設用地を取得。
　　　神栖市砂山1014-259　　7,071㎡
施設整備基本計画及びＰＦＩ導入に向けて検討を進めた。

100.0%

問題点
課題等

基本計画作成及びＰＦＩ導入可能性の調査の結果，ＰＦＩを導入することと
した場合，工事着工時期及び供用開始時期が延びるため，プラン変更が必要
となる。

概　要

老朽化した現第二学校給食共同調理場と若松調理場を統
廃合して，新たに第二学校給食共同調理場を建設し，献
立の統一と調理環境方式の変更などによる徹底した衛生
管理を図る。

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

10.0% 20.0%

項目名 学校給食共同調理場の統廃合 新規
変更後の実施目標

番　号 55 担当課 学務課 基本 

設計 

実施 

設計 

工事 

着工 
検討 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■■■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■■■■■■■■

Ｃ　評価できない

■

Ｄ　どちらとも言えない

問題点
課題等

当該２施設は，共に老朽化が進んでいるため，早期に新調理場を建
設する必要がある。また，現在の調理環境はウエット方式であるた
め衛生管理が万全でない。 ・古い設備なので一年

でも早く着工していた
だきたい。Ｈ23

年度
の

目標

Ｈ２８年度からの供用開始を目標とし，Ｈ２４年度からの基本設計に向けて，Ｈ２３
年度は，建設予定地及びＰＦＩ方式を含めて検討を進める。

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

Ｈ２２年度は「神栖市学校給食共同調理場の整備計画協議会」を発
足させ，４回の会議を行い，Ｈ２３年度以降の整備計画の進め方等
について協議を重ねた。

100.0%
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神栖市改革推進プラン（平成22年度～平成26年度）取組状況≪H24年度検証用≫

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

H22 H23 H24 H25 H26

●　Ｈ２３年度の取組状況

H22 H23 H24 H25 H26

● プランに取組むことによって得られる効果など

学校の統廃合により，児童の教育環境及び教員体制の充実及び適切な学
校運営が図られる。具体的には，大きな集団の中で多様な意見に触れる
機会ができ，お互いが刺激し合いながら，切磋琢磨することで社会性が
育まれる。また，学級数の増加により教員も増加し教員相互の研修の機
会も増え，資質及び指導力の向上に結びつく。

プラン
変 更

プラン変更後の実施年度

Ｈ24
年度
の

目標

波崎第二中学校，矢田部小学校については，共に小規模校であるため，土合小学校を含めて，よ
り良い教育環境の整備を行うための協議会を設置する。若松幼稚園をうずも幼稚園に統合する。

取組前の状況 取組後に得られる効果

Ｈ23
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

波崎東小学校・明神小学校の適正化については，対象校の保護者や地域住民
への説明会を開催するとともに波崎東小学校・明神小学校統合協議会を設置
し６回の会議を重ねた結果，両校を廃校として，新たに平成24年4月1日から
波崎小学校としてスタートしました。また，矢田部幼稚園については，震災
により施設の使用が困難となったことから，平成23年5月31日に廃園し，園
児は植松幼稚園に編入しました。

100.0%

問題点
課題等

通学路の安全確保（通学路の安全確認実施，学校前の5差路は，登下校時教
員を配置）

概　要

現在，市内小中学校の規模は，学校間において大きく差
異が生じていることから，分離や統廃合，学区の調整等
により，学校規模の不均等を解消することで，教育環境
の公平性を確保し最適な教育効果が得られる環境を整え
る。

各年度末におけるプラン全体に対する達成率(進捗率)

― ― ― ― ―

項目名 学校の適正規模適正配置 新規
変更後の実施目標

56 担当課 学務課

推進項目
　８　行政体制の整備 プラン作成当初の実施目標

　　②　公共施設の整理・統廃合

番　号 計画 

策定 
推進 
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●　Ｈ２２年度の取組状況

Ａ　十分評価できる

■■■■

Ｂ　まあまあ評価できる

■■■■■■■■

Ｃ　評価できない

■

Ｄ　どちらとも言えない

問題点
課題等

大規模校，小規模校の解消。各学校施設は，災害時の避難場所，地
域コミュニティの拠点であり，学校区の変更等には地域の方々の理
解と協力が欠かせない。
現在，小規模校は小学校５校，中学校１校，幼稚園４園あり，大規
模校は小学校３校となっている。

Ｈ23
年度
の

目標

波崎東小学校と明神小（近接し共に小規模化）の学校規模適性化（統合）
矢田部幼稚園の閉園（Ｈ２３年５月３１日）

行財政改革推進委員会か
らの評価及び指摘事項

Ｈ22
年度
の

状況

単年度
達成率

取組内容
及び

進捗状況

Ｈ２１年１月に設置した「神栖市学校適正配置検討委員会」から小
中学校の適正規模及び適正配置についてＨ２１年１１月に提言を受
けた。この提言を踏まえて，子どもたちが豊かな心と確かな学力，
たくましく生きる力を身につけられる環境づくりを進めるため，当
市における今後の小中学校の規模及び配置のあり方について基本的
な考え方を整理し，適正化に向けた具体的な方策等を示した「神栖
市立学校適正規模適正配置基本計画」をＨ２２年１１月に定めた。

100.0%
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